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まちづくり調整局機構図及び管理職一覧表（平成２０年６月４日現在）

まちづくり 戦略企画官 戦略企画官補 立石　建
  調整局長 戦略企画官補 清田　伯人

相原　正昭

総務部
総務課長 課長補佐 （庶務係長） 佐藤　康博

課長補佐 （職員係長） 森　正人

中高層調整課長 担当係長 小林　生次
課長補佐 (担当係長) 中島　章雄
担当係長 加藤　暢一
担当係長 對馬　まり

企画課長

都市計画課長 調査係長 古坂　洋正

磐村　信哉
担当係長 入江　佳久

澤木　勉
課長補佐 （指導係長） 掛井　一

住宅部
　

住宅計画課長 担当係長 外山伊知郎
担当係長 油谷　理香
課長補佐 （担当係長）

鵜澤　聡明

担当係長 古檜山　匡和

住宅整備課長 担当係長 鈴木　和男
課長補佐 （担当係長） 田中　勇
課長補佐 （担当係長） 川井　秀和

住
住宅管理課長 管理係長 福島　雄

指導担当係長 古屋　玉枝
収納係長 宮崎　晴之
保全係長 白崎　弘

指導部
建築企画課長 課長補佐 （担当係長） 宮沢　茂

（事務担当）
　 担当課長 担当係長 (建築企画担当) 松本　光司

担当係長 (建築防災担当) 石井　保
担当係長 (住宅耐震担当) 大友　直樹

宅地企画課長 担当係長 （宅地企画担当）遠藤　拓也
担当係長 (がけ防災担当) 杉本　彰

課長補佐（担当係長）＜立石戦略企画官補兼務＞

課長補佐（担当係長）＜清田戦略企画官補兼務＞

二宮　智美

都市施設計画係長

　指導部長

総務課

中高層調整課

宅地企画課

佐藤　政弘

磯貝　康正

＜戦略企画官兼務＞

加藤　高明

住宅計画課

住宅整備課

副局長

斎藤　龍男

　住宅部長

宮里　辰男

小泉　哲雄

立花　誠

　総務部長

<副局長兼務>

担当理事
土地利用・規制担当
政策専任部長

総務部担当部長

下澤　明久

地域計画係長鈴木　智之

住宅管理課

建築企画課

　　　　平野　壽幸

谷垣　弘行

担当課長
（マンション対策等担当）

伊奈　保秀

青柳　和伴

杉浦　美奈

木村　昇

企画課

都市計画課
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建築監察部
調査課長 審査係長 富岡　尚久

課長補佐 (調整係長) 長島　富美子

違反対策課長 担当係長 立石　孝司
課長補佐 （担当係長） 森山　浩

違反対策幹(嘱託） 課長補佐 （担当係長） 土橋　正彦
担当係長 森　隆行

情報相談部
情報相談課長 課長補佐 （担当係長） 中路　博喜

（管理担当）

課長補佐 （担当係長） 佐久間毅一
（情報担当）

課長補佐 （担当係長） 石渡　幸雄
（相談担当）

建築道路課長 課長補佐 （担当係長） 大谷　勝
（道路調整担当）

担当課長
（狭あい道路等担当）

担当係長 （道路調整担当）
高橋　寛雄

日髙　学 担当係長 （道路調整担当）森　法正
課長補佐 （担当係長） 保坂　研志

（狭あい道路担当）

建築審査部
建築環境課長 市街地建築係長 足立　哲郎

建築環境係長 肥田　雄三

建築審査課長 課長補佐 (審査係長) 古屋　義雄
課長補佐 （審査担当係長）丸茂　保

担当課長 課長補佐 (構造係長) 堀切　安二
構造担当係長 寺口　達志
設備係長 宮森　一壽
課長補佐 （検査係長） 羽太　良一
検査担当係長 金久　治夫
検査担当係長 手老　勝久

　

指定機関指導課長 課長補佐 （担当係長） 飯塚　光雄
若林　章元 担当係長 朝隈　文雄

宅地審査部
宅地審査課長 担当係長 （指導担当） 高橋　伸彰

課長補佐 （担当係長） 藤井　康次郎
担当課長 （指導担当）

担当係長 （指導担当） 高井　雄也
担当係長 （指導担当） 黒田　崇

調整区域課長 担当係長 （事務係長） 竹内　義明
担当係長 （指導係長） 奥村　誠
担当係長 （指導担当） 杉浦　達彦

調整区域課

　建築監察部長

坂和　伸賢

若月　玄秀

福王寺　二三夫

久松　義明

佐藤　一夫 酒井　浩次

　建築審査部長

　情報相談部長

<指導部長兼務>

中西　正信

　宅地審査部長

吉田　志朗 見学　洋介

脇出　一郎

稲葉　幸保

松田　隆

建築環境課

黒田　浩

指定機関指導課

宅地審査課

違反対策課

情報相談課

調査課

建築道路課

建築審査課

諏訪部　博道

　
　
　
建
築
･
宅
地
指
導
セ
ン
タ
ー
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公共建築部
企画管理課長 担当係長 （事務担当） 瀬戸　春彦

課長補佐 （担当係長） 木島　稔
担当課長
（建設業活性化対策担当）

（企画担当）

　

木下　克巳 担当係長　 （技術管理担当） 花房慎二郎

担当課長（技術管理担当） 担当係長　 （技術管理担当） 東　貞行
日下　啓二 課長補佐 （担当係長） 横山　邦幸

（技術管理担当）

担当係長 （技術管理担当） 小林　照永
担当係長 （技術管理担当） 庄司　隆
課長補佐 （担当係長） 渡辺　一夫

（技術管理担当）

保全推進課長 課長補佐 （担当係長） 新江　英雄
（保全計画担当）

担当課長（長寿命化等担当） 課長補佐 （担当係長） 河本　一満
（学校保全担当）

担当課長（保全管理担当）

石井　英俊 課長補佐 （担当係長） 中川　稔

課長補佐 （担当係長） 山岡喜久男
（保全管理担当）

担当係長 （保全管理担当） 奥津喜久雄
担当係長 （市庁舎担当） 中村　信樹

施設整備課長 課長補佐 （担当係長） 畑　友彦
（計画担当）

担当課長 担当係長 （調整担当） 榊原　純
課長補佐 （担当係長） 畠　宏好

担当課長(市庁舎耐震等) （教育施設担当）

担当係長  （教育施設担当） 水田　寛義
課長補佐 （担当係長） 金子　武喜

（庁舎施設担当）

担当係長 （庁舎施設担当） 井坪　三郎

　横浜市住宅供給公社派遣 課長補佐 （担当係長） 唐沢　勇

担当部長 　森村　秀幸 （住宅建設担当）

課長補佐 （担当係長） 田野口博臣

担当課長 　高橋　俊和 （土木担当）

 （総務課長）

電気設備課長 課長補佐 （担当係長） 梅原　伸一

　（財）横浜市建築助成公社派遣 担当係長 細川　稔一

担当課長 　網野　雅之 担当係長 藤井　邦一

機械設備課長 課長補佐 （担当係長） 村上　勝吉

　（財）横浜市建築保全公社派遣 課長補佐 （担当係長） 後藤　幸二

担当課長(総務課長) 　長谷川　保 担当係長 岩田　充

担当課長(営繕課長) 　松島　宏充 担当係長 （調整担当） 神田　岳

担当課長(設備課長) 　長谷川　貢

担当係長(庶務係長) 　畑中　圭二

担当係長(契約係長) 　高橋　勝孝

担当係長(機械係長) 　柿沼　友樹

  （財）建築行政情報センター派遣
担当課長 　伊藤　勲

 （資産処分推進担当課長）

（省エネルギー推進担当）

 （街づくり事業部担当部長）

角田　正樹

天野　敏光 水上　秀己

団　有一

濱崎　敏明

大場　重雄

電気設備課

機械設備課

大和田　芳朗

施設整備課

　公共建築部長

福井　郁雄

秋山　雅英

企画管理課

保全推進課
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ま ち づ く り 調 整 局  課 ・ 係 事 務 分 担  

 

総 務 部 

 総 務 課  

 庶務係 

１  局内の文書に関すること。 

２  局内の事務事業の連絡調整に関すること。 

３ 局内の予算及び決算に関すること。 

４ 局内の予算執行の調整に関すること。 

５ 局内の物品の出納保管に関すること。 

６  局の災害対策にかかる調整に関すること。 

７  他の部、課の主管に属しないこと。 

  職員係 

   １ 局内の人事及び組織に関すること。 

   ２ 局所属職員の勤務条件及び給与に関すること。 

   ３ 局所属職員の福利厚生に関すること。 

   ４ 局所属職員の衛生管理に関すること。 

   ５ 局所属職員の研修計画及び実施に関すること。 

   ６ その他局所属職員の労務に関すること。 

 

中高層調整課 

１ 中高層建築物等(横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する

条例(平成5年6月横浜市条例第35号)第 2条第2項第7号に規定する中高層建築物等をいう。)

の建築に係る住民への計画の周知等の手続の審査及び指導並びにこれに伴う住環境への影響

に係る相談及び調整に関すること。 

２ 開発事業調整条例第 2条第 2号イに規定する大規模な共同住宅の建築に係る住民への計画の

周知等の手続の審査及び指導並びにこれに伴う住環境への影響に係る相談及び調整に関する

こと。 

３ 中高層建築物等の建築及び開発事業(住環境保全条例第 2条第 2項第 10号に規定する開発事

業をいう。以下同じ。）に伴い生ずる住環境に及ぼす影響に係る紛争の解決のためのあっせん

等に関すること。 

４ 横浜市建築・開発紛争調停委員会に関すること。 

  

＜部に置かれない課＞ 

 企画課 

１ 都市計画、建築及び住宅に関する重要施策の企画及び総合調整に関すること。 

 

都市計画課 

調査係 

１ 都市計画の決定手続及び都市計画事業の認可手続に関すること。 

２ 都市計画に係る調査及び広報に関すること。 

３ 都市計画法第 55 条に基づく事業予定地の指定に関すること。 
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４ 都市計画に係る図書の縦覧に関すること(指導係の主管に属するものを除く。)。 

５ 横浜市都市計画審議会に関すること。 

６ 土地収用法(昭和26年法律第219号)第18条第2項第4号及び第5号の意見書に関すること。 

７ 航空写真の複製の承認に関すること。 

８ 他の係の主管に属しないこと。 

 地域計画係 

１ 市街化区域及び市街化調整区域に係る調整に関すること。 

２ 地域地区及び促進区域に係る調整及びこれらの地区等の指定に関すること。 

３ 都市施設計画の調整のうち、土地利用計画に関すること。 

４ 都市計画事業の調整のうち、土地利用計画に関すること。 

５ 都市計画法に基づく開発行為に伴う土地利用計画の調整に関すること。 

６ 都市計画法の規定に基づく基礎調査に関すること。 

７ 地形図等の作成及び管理に関すること。 

 都市施設計画係 

１ 都市施設計画の調整に関すること(土地利用計画に係るものを除く。)。 

２ 都市計画事業の調整に関すること(土地利用計画に係るものを除く。)。 

３ 都市計画法に基づく開発行為に伴う都市計画施設の調整に関すること。 

 指導係 

１ 都市計画施設の区域内における建築の許可及び指導に関すること。 

２ 都市計画事業(市街地開発事業を除く。)地内における建築行為等の制限に関すること。 

３ 都市計画に係る決定事項の図書の縦覧及び証明に関すること。 

４ 首都圏整備法(昭和 31 年法律第 83 号)に基づく既成市街地に係る証明に関すること。 

 

住宅部 

住宅計画課 

１ 住宅施策の立案及び調整に関すること(企画課の主管に属するものを除く。)。 

２ 住宅の供給計画に関すること。 

３ 横浜市住宅政策審議会に関すること。 

４ 民間住宅に関すること。（指導部建築企画課の分掌事務第 9号に係るものを除く。）。 

５ 住宅宅地関連公共施設等の整備に係る関係機関との連絡調整に関すること。 

６ 独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社との住宅建設協議に関すること。 

７ 財団法人横浜市建築助成公社及び横浜市住宅供給公社に関すること。 

８ 株式会社日本住情報交流センターとの連絡調整に関すること。 

９ 部内他の課の主管に属しないこと。 

 

住宅整備課 

１ 市営住宅及び優良賃貸住宅の事業計画に関すること。 

２ 市営住宅の整備に関すること。（公共建築部の主管に属するものを除く。）。 

３ 改良住宅の整備に関すること(公共建築部及び都市整備局都市づくり部地域まちづくり課の

主管に属するものを除く。)。 

４ 優良賃貸住宅の整備及び管理に関すること。 
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住宅管理課 

管理係 

１ 市営住宅入居者の募集に関すること。 

２ 市営住宅及び改良住宅の入退居に関すること。 

３ 市営住宅及び改良住宅の管理人に関すること。 

４ 横浜市営住宅入居者選考審議会に関すること。 

５ 市営住宅及び改良住宅の入居者の管理に関すること。 

６ 市営住宅入居者の高額所得者等に対する明渡請求及び訴訟に関すること。 

７ 他の係の主管に属しないこと。 

 

収納係 

１ 市営住宅及び改良住宅の使用料等の決定に関すること。 

２ 市営住宅及び改良住宅の使用料等の徴収及び徴収猶予に関すること。 

３ 市営住宅及び改良住宅の使用料等の減免及び滞納整理に関すること。 

 保全係 

１ 市営住宅(旧市営住宅を含む。)及び改良住宅に係る土地及び建物の管理及び処分に関するこ

と。 

２ 市営住宅に係る共同施設及び改良住宅に係る地区施設(保育所を除く。)の管理及び処分に関

すること。 

３ 市営住宅及び改良住宅の増築、模様替等の承認等に関すること。 

 

指導部 

 建築企画課 

１ 建築関係法令事務に係る条例、規則その他の規程の立案及び解釈に関すること(企画課の分

掌事務に係るもの並びに都市計画課の分掌事務第 7号及び第 13 号に係るものを除く。)。 

２ 建築関係法令事務等の部内並びに情報相談部、建築審査部及び宅地審査部との連絡調整等に

関すること(都市整備局都市再生推進課の分掌事務第 5号、同局みなとみらい 21 推進課の分掌

事務第 8号並びに同局都市づくり部地域まちづくり課の分掌事務第 6号及び第 7号及び第 11

号に係るものを除く。)。 

３ 建築関係法令事務の指導、相談等に関すること(都市整備局都市再生推進課の分掌事務第 5

号、同局みなとみらい 21 推進課の分掌事務第 8号、同局都市づくり部地域まちづくり課の分

掌事務第6号及び第7号及び第11号並びに区役所総務部区政推進課の分掌事務第17号に係る

ものを除く。)。 

４ 地域地区指定の協議に伴う調査及び災害危険区域の指定に関すること。 

５ 壁面線に関すること。 

６ 建築協定の認可に関すること。 

７ 風致地区に係る条例、規則等の立案及び都市計画決定のための原案作成に関すること。 

８ 狭あい道路の整備に係る条例、規則等の立案及び解釈並びに横浜市狭あい道路の整備の促進

に関する条例(平成 7年 3月横浜市条例第 19 号)に基づく整備促進路線の指定に関すること。 

９ 木造住宅、マンション及び特定建築物（建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成 7年法

律第 123 号）第 6条に規定する特定建築物をいう。））の耐震の促進に関すること（建築審査部
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建築審査課の分掌事務第 11 号に係るものを除く。）。 

10 建築物の防災に関すること（建築審査部建築審査課の分掌事務第 5号から第 7号までに係る

ものを除く。）。 

11 都市計画法等に基づく開発行為、住宅地造成事業及び宅地造成工事(以下「開発行為等」と

いう。)並びに開発事業調整条例に係る調査に関すること(道路、公園等の公共施設の管理者(以

下「公共施設管理者」という。)の主管に属するものを除く。)。 

12 がけ崩壊後の二次災害防止のための応急資材の補充に関すること(公共施設管理者の主管に

属するものを除く。)。 

13 開発調整会議の運営に関すること。 

14 民間建築物吹付けアスベスト対策事業に関すること。 

15 部内他の課の主管に属しないこと。 

 

宅地企画課 

１ 宅地開発指導に係る企画、立案及び制度に係る調整に関すること(企画課の主管に属するも

のを除く。)。 

２ 開発行為等に関する条例及び規則の立案、解釈及び運用方針に関すること。 

３ 開発行為等の技術基準の策定及び調整に関すること。 

４ 開発事業調整条例(第 3章を除く。以下この部中同じ。)の立案、解釈及び運用方針に関する

こと。 

５ 開発事業調整条例の技術基準の策定及び調整に関すること。 

６ 開発行為等の未完結事業の処理に関すること。 

７ 開発行為等及び開発事業調整条例に係る事務の情報相談部、建築審査部及び宅地審査部との

連絡調整に関すること。 

８ 宅地造成工事規制区域の指定に関すること。 

９ 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和 63年法律第 47号)に関す

ること。 

10 都市農地の計画的宅地化に関すること。 

11 崩壊のおそれのあるがけ等の防災指導に関すること(公共施設管理者の主管に属するものを

除く。)。 

12 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関すること(公共施設管理者の主管に属するものを除

く。)。 

 

建築監察部 

調査課 

審査係 

１ 横浜市建築審査会に関すること。 

２ 横浜市開発審査会に関すること。 

３ 部内他の課、係の主管に属しないこと。 

調整係 

１ 不服申立て、訴訟等に係る局内の総括に関すること(市営住宅又は改良住宅の使用料等に係

るものを除く。)。 
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２ 紛争に発展するおそれのある事件(市営住宅又は改良住宅の使用料等に係るものを除く。)に

ついての局内の総括に関すること。 

 

違反対策課 

１ 建築基準法令の違反指導及び措置に関すること(建築審査部建築審査課の分掌事務第 2号及

び第 3号並びに同部指定機関指導課の分掌事務第 4号及び第 5号に係るものを除く。)。 

２ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成 18 年法律第 91 号。以下「バ

リアフリー法」という)第 15 条に基づく違反是正指導及び措置に関すること。 

３ 都市計画法に基づく開発行為、市街化調整区域内の建築制限並びに旧住宅地造成事業に関す

る法律及び宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事の違反是正指導及び措置に関すること(宅

地審査部宅地審査課の分掌事務第 5号及び同部調整区域課の分掌事務第 6号に係るものを除

く。)。 

４  横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例(平成 16 年 3 月

横浜市条例第 4号。以下「地下室マンション条例」という。)第 8条から第 10 条までの規定に

基づく斜面地開発行為に関する違反是正指導及び措置に関すること。 

５ 横浜市風致地区条例(昭和 45 年 6 月横浜市条例第 35 号。以下「風致条例」という。)の違反

指導及び措置に関すること(建築審査部建築環境課の分掌事務第 4号に係るものを除く。)。 

 

情報相談部 

情報相談課 

１ 建築及び開発に係る情報提供及び相談に関すること。 

２ 建築、開発行為等及び開発事業調整条例に基づく手続に係る統計並びにその報告に関するこ

と。 

３ 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 93 条の 2に基づく書類の閲覧に関すること。 

４ 租税特別措置法に基づく優良住宅及び優良宅地の認定に関すること(都市整備局企画課の分

掌事務第 8号及び同局市街地整備部市街地整備調整課の分掌事務第 10号に係るものを除く。)。 

５ 開発登録簿の閲覧及びその写しの交付に関すること。 

６ 租税特別措置法施行令(昭和 32 年政令第 43 号）に基づく特定民間再開発事業であること及

び地区外転出事情があること並びに特定の民間再開発事業であることについての認定に関す

ること。 

７ 租税特別措置法施行令第 41 条による証明(中古住宅に係る証明を除く。)に関すること。 

８ 開発事業説明状況等報告書の縦覧及び台帳の閲覧に関すること。 

９ 建築確認申請台帳の記載事項証明に関すること。 

10 部内他の課並びに建築審査部及び宅地審査部の主管に属しないこと。 

 

建築道路課 

１ 建築基準法第 42条第 1項第 5号の道路の位置の指定に関すること(宅地審査部宅地審査課の

分掌事務第 7号及び同部調整区域課の分掌事務第 8号に係るものを除く。)。 

２  建築基準法第 42 条第 2項の道路及びこれに準ずる道路の拡幅整備に係る調整に関すること

(区役所土木事務所の主管に属するものを除く。)。 

３ 建築基準法第 43 条第 1項に基づく許可に関すること。 
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４ その他建築基準法に基づく道路に関する判定及び調整に関すること。 

５ 横浜市建築基準条例(昭和 35年 10 月横浜市条例第 20号)第 56条の 3の申請に係る道路の変

更又は廃止に関すること(宅地審査部宅地審査課の分掌事務第 8号及び同部調整区域課の分掌

事務第 9号に係るものを除く。)。 

６ 横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例に基づく事業に関すること(指導部建築企画課

の分掌事務第 8号に係るもの及び区役所土木事務所の主管に属するものを除く。)。 

 

建築審査部 

 建築環境課 

  市街地建築係 

１ 建築物の許可及び認定に関すること(建築道路課及び建築審査課の主管に属するものを除

く。)。 

２ 建築物の許可に伴う聴聞会に関すること。 

３ 一団地の建築物及び市街地における建築物の指導に関すること。 

４ 部内他の課、係の主管に属しないこと。 

建築環境係 

１ バリアフリー法に基づく認定に関すること。 

２ エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和 54年法律第 49号)に基づく届出の審査及び調

査に関すること。 

３ 風致条例に基づく行為の許可及び指導、違反に係る調査、初期指導及び報告並びに風致地区

に関する条例、規則等の運用に関すること。 

４ 横浜市福祉のまちづくり条例（平成 9年 3月横浜市条例第 19 号）に基づく建築物の審査、

指導及び検査に関すること。 

５ 横浜市生活環境の保全等に関する条例(平成 14 年 12 月横浜市条例第 58 号)に基づく建築物

環境配慮計画等に関すること。 

 

建築審査課 

審査係 

１ 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 6条第 1項に掲げる建築物の確認、指導に関するこ

と。 

２ 建築基準法第 7条の 6第 1項ただし書又は同法第 18条第 13項ただし書の規定に基づく仮使

用の承認に関すること。 

３ 建築基準法第 18 条に基づく国、地方公共団体の建築物の審査及び検査に関すること。 

４ 建築基準法第 85 条第 5項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可に関すること。 

５  バリアフリー法第 17 条第 6項に規定する計画通知による確認審査及び適合通知に関するこ

と(構造係及び設備係の主管に属するものを除く。)。 

６ 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成 7年法律第 123号)第 8条に基づく同意に関する

こと(構造係及び設備係の主管に属するものを除く。)。 

７ 横浜市駐車場条例(昭和 38 年 10 月横浜市条例第 33 号)に基づく附置義務駐車場の審査及び

指導に関すること。 

８ 横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例(平成 16年 3月横
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浜市条例第 4号)第 4条の規定に基づく斜面地開発行為における建築物の延べ面積の判定に関

すること。 

９ 横浜市高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物に関する条例（平成 16 年 10 月横浜

市条例第 51 号）に基づく審査に関すること。 

10 建築相談に関すること(建築物の建築等に関するものに限る。)。 

11  高層建築物等に係る防災計画の指導に関すること（設備係の主管に属するものを除く。）。 

12 住宅金融公庫受託事務のうち、建築物に係る設計審査及び現場審査(構造計算を要する木造

以外のものに限る。)に関すること(完了審査を除く。)。 

13 住宅金融公庫の防災融資に係る設計及び現場の審査に関すること。 

14 住宅金融公庫受託事務のうち、災害復興住宅に係る貸付の認定、設計審査及び構造計算を要

しない木造以外のものに係る現場審査に関すること。 

15 課内他の係の主管に属しないこと。 

構造係 

１  建築基準法第 6条第 1項に掲げる建築物の構造審査、指導及び検査に関すること。 

２ 建築基準法第 88 条第 1項及び第 2項に規定する工作物（遊戯施設及び昇降機等並びに擁壁

を除く。)の審査、指導及び検査に関すること。 

３  バリアフリー法第 17 条第 6項に規定する計画通知による確認審査及び適合通知に関するこ

と(構造係及び設備係の主管に属するものを除く。)。 

４ 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成 7年法律第 123号)第 8条に基づく同意に関する

こと(構造審査に関するものに限る。)。 

５ 分担事務 1に掲げる建築物及び分担事務2に掲げる工作物に係る工事現場における危害防止

の措置に関すること。 

設備係 

１ 建築基準法に基づく昇降機及び遊戯施設等工作物（擁壁を除く。）の確認、審査及び完了検

査に関すること。 

２ 建築設備及び昇降機等の定期報告に関すること。 

３  指定確認検査機関が行った建築確認のうち昇降機等の構造等に関する報告の審査に関する

こと。 

４ 高層建築物等に係る防災計画の指導に関すること(建築設備に関するものに限る。)。 

５  バリアフリー法第 17 条第 6項に規定する計画通知による確認審査及び適合通知に関する 

こと(設備審査に関するものに限る。)。 

   ６ 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成 7年法律第 123 号）第 8条に基づく同意に関す

ること（設備審査に関するものに限る。）。 

検査係 

１ 建築基準法第 6条第 1項に掲げる建築物に係る検査に関すること。 

２ 建築関係法令及びこれに基づく命令及び条例に違反する建築物等の調査、初期指導及び報告

に関すること（宅地審査部宅地審査課及び調整区域課の主管に属するものを除く。）。 

３  建築基準法第 9条第 7項及び第 10 項の規定に基づく命令に関すること（指定機関指導課の

主管に属するものを除く。）。 

４ 保安上危険な建築物又は衛生上有害な建築物に対する措置に関すること。 

５ 既存建築物の防火避難対策及び特殊建築物の定期報告に関すること。 
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６ 駐車場条例に基づく附置義務駐車場に係る違反建築物等の調査及び報告に関すること。 

７ 住宅金融公庫受託事務のうち、建築物に係る現場審査に関すること(審査係の主管に属する

ものを除く。)。 

８ 住宅金融公庫受託事務のうち、災害復興住宅に係る現場審査に関すること(審査係の主管に

属するものを除く。)。 

 

指定機関指導課 

１ 指定確認検査機関が行った建築確認に係る報告の審査及び指導に関すること(建築審査課の

分掌事務第 9号に係るものを除く。)。 

２ 指定確認検査機関との連絡調整に関すること。 

３ 建築基準法第 6条の 2第 4項の通知に関すること。 

４ 指定確認検査機関が行った建築確認の違反に係る調査、初期指導及び報告に関すること。 

５ 指定確認検査機関が建築確認又は検査を行った建築物に係る建築基準法第9条第 7項及び第

10 項に基づく命令に関すること。 

 

宅地審査部 

宅地審査課 

１  市街化区域における開発事業の手続に係る調整に関すること（総務部中高層調整課の分掌事

務第 2号に係るものを除く。）。 

２  市街化区域における開発行為等の許可、検査及び指導に関すること(公共施設管理者が実施

するものを除く。)。 

３ 市街化区域における都市計画法第 29 条ただし書の適用に関すること。 

４ 市街化区域における開発事業の手続に係る違反是正指導に関すること（総務部中高層調整課

の分掌事務第 2号に係るものを除く。）。 

５ 市街化区域における開発行為等に係る違反工事の調査、初期指導（緊急工事施工停止命令を

含む。）及び報告に関すること。 

６ 市街化区域における地下室マンション条例第 8条から第 10 条までに基づく斜面地開発行為

に関する勧告、命令、報告等の徴収及び立入検査に関すること。 

７ 市街化区域における建築基準法第 42 条第 1項第 5号の道路（新たに築造しようとするもの

に限る。）の位置の指定に関すること。 

８ 市街化区域における建築基準法第 42 条第 1項第 5号の道路（横浜市建築基準条例第 56 条の

2第 2項第 1号ただし書、同項第 2号ただし書又は同項第 3号ただし書の規定により市長が認

めた道路を除く。）の変更又は廃止に関すること。 

９  市街化区域における建築基準法第 88 条第 1項の工作物（擁壁に限る。）の確認、指導及び検

査並びに違反工事の調査、初期指導及び報告に関すること。 

 

調整区域課 

１ 市街化調整区域における開発事業の手続に係る調整に関すること（総務部中高層調整課の分

掌事務第 2号に係るものを除く。）。 

２ 市街化調整区域における開発行為等の許可、検査及び指導に関すること(公共施設管理者が

実施するものを除く。)。 



12 

３ 市街化調整区域における都市計画法第 29 条ただし書の適用に関すること。 

４ 都市計画法第 41 条から第 43 条までの許可及び協議に関すること。 

５ 市街化調整区域における開発事業の手続に係る違反是正指導に関すること（総務部中高層調

整課の分掌事務第 2号に係るものを除く。）。 

６ 市街化調整区域における開発行為等に係る違反工事の調査、初期指導（緊急工事施工停止命

令を含む。）及び報告に関すること。 

７ 市街化調整区域における地下室マンション条例第 8条から第 10 条までに基づく斜面地開発

行為に関する勧告、命令、報告等の徴収及び立入検査に関すること。 

８ 市街化調整区域における建築基準法第 42 条第 1項第 5号の道路（新たに築造しようとする

ものに限る。）の位置の指定に関すること。 

９ 市街化調整区域における建築基準法第 42 条第 1項第 5号の道路（横浜市建築基準条例第 56

条の 2第 2項第 1号ただし書、同項第 2号ただし書又は同項第 3号ただし書の規定により市長

が認めた道路を除く。）の変更又は廃止に関すること。 

10   市街化調整区域における建築基準法第 88 条第 1項の工作物（擁壁に限る。）の確認、指導

及び検査並びに違反工事の調査、初期指導及び報告に関すること。 

11 開発登録簿の調製に関すること。 

12 都市計画法等に基づく設計者の資格の登録に関すること。 

13 都市計画法第 45 条の承認に関すること。 

14 開発行為等の工事完了公告に関すること。 

 

公共建築部 

企画管理課 

１ 庁舎及び住宅、学校その他の公の施設(資源循環局、港湾局、水道局及び交通局の主管に属

するものを除く。以下この項中「庁舎等」という。)に係る工事の企画及び総合調整に関する

こと。 

２ 建築工事、電気設備工事及び機械設備工事(以下この部中「建築工事等」という。)に関する

技術基準等の作成並びに指導及び研修に関すること。 

３ 建築工事等に係る設計単価、歩掛り等の作成及び調整に関すること。 

４ 建築工事等に係る検査及び安全管理等に関すること。 

５ 庁舎等に係る技術上の調査に係る総合調整に関すること。 

６ 財団法人横浜市建築保全公社との連絡調整に関すること。 

７ 部内他の課の主管に属しないこと。 

 

 保全推進課 

１ 庁舎等の保全計画に係る総合調整に関すること。 

２ 庁舎等(住宅を除く。)の保全計画及び保全の調査及び対策に関すること。 

３ 庁舎等の省エネルギーの推進に関すること。 

４ 庁舎等の設備管理等に係る総合調整に関すること。 

５ 横浜市電気工作物保安規程(昭和 48 年 8 月達第 33 号)に関すること(環境創造局、資源循環

局、経済観光局、道路局及び港湾局の主管に属するものを除く。)及びまちづくり調整局長が

指定する施設の設備管理に関すること。 
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６ 市庁舎の設備の維持管理並びにこれに伴う小規模修繕工事等の設計及び施行に関すること。 

 

施設整備課 

１ 庁舎等の建設及び改造工事等に関すること。 

２ 庁舎等に係る土木工事に関すること。 

３ 学校の建設等に係る調整に関すること(教育委員会事務局総務部施設管理課施設管理係の分

掌事務第 4号に係るものを除く。)。 

 

 電気設備課 

１ 庁舎等の電気設備工事に関すること(住宅部住宅管理課の分掌事務第 1号及び保全推進課の

分掌事務第 6号に係るものを除く。)。 

 

 機械設備課 

１ 庁舎等の機械設備工事に関すること(住宅部住宅管理課の分掌事務第 1 号及び保全推進課の

分掌事務第 6号に係るものを除く。)。 
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